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資料２ 

設工認その 13に係る内部火災に対する原子炉停止後 30秒の冷却の確保について 

令和 2年 9月 14日 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

 

【R2.7.13審査会合コメント】 

現状の分離により原子炉停止後 30秒の冷却を確保できることを説明すること。 

 

JRR-3は、炉心を火災の影響により損傷させないために、原子炉の運転中において火災を確認した場合

は、原子炉を停止し、その後、30 秒間の強制冷却（１次冷却材主ポンプ 2 台、１次冷却材補助ポンプ 2

台の計 4台あるポンプのうち少なくとも 1台による冷却確保）をすることとしている。 

JRR-3施設内において火災発生を確認したときは、原子炉を停止することとしており、三方策の組み合

わせによって炉心の崩壊熱除去は達成する。また、原子炉設置時に敷設したケーブルはすべて難燃性の

ものを採用しており、それらを各系統、ケーブルの種類ごと分離してケーブルダクト、ケーブルトレイ又

は電線管に収納し敷設することで、火災に対する防護方針（原子炉停止後 30秒間の強制冷却維持）を達

成することとしている。 

 

1.ケーブル火災について 

 安全保護系ケーブル及び非常用電源系ケーブル（以下、「防護対象ケーブル」という。）に対して、原子

炉建家貫通部以外はケーブル火災に対する分離距離を規定した IEEE384 に準拠したケーブルトレイの物

理的分離を図っている。（鋼製可とう電線管に収納して敷設しているケーブルについては IEEE384に準拠

した物理的分離とはしていないが、不燃材により密閉された構造であることから酸素不足となり、ケー

ブル火災が継続することがない構造となっている）。 

安全保護系のケーブルは計装ケーブル及び制御ケーブルから構成されており、JEAC 4626-2010＊1にお

いてこれらのケーブルによる火災想定は当該ケーブルの断線・短絡のみを引き起こす火災であり、他に

は拡がらないものとされていることから、安全保護系のうち 1 系統のケーブルがケーブル火災により断

線・短絡した場合でも、独立したもう一方の系統により安全機能は維持される。 

非常用電源系ケーブルは電力ケーブルであり、JEAC4626-2010においてこれらのケーブルによる火災想

定は当該ケーブルのトレイ内全ケーブルに断線・短絡を起こす火災とされている。１次冷却材補助ポン

プが接続されている非常用電源系のうち一方のケーブルがケーブル火災により断線・短絡した場合には、

当該系統に接続する１次冷却材補助ポンプが停止するため「１次冷却材補助ポンプ停止」のスクラム信

号により原子炉が停止し、ケーブル火災を起こしたケーブルとは分離独立し敷設させている１次冷却材

主ポンプ２台及び１次冷却材補助ポンプ１台により 30秒間の強制冷却が可能である。 

以上からケーブル火災が発生した場合においても、防護対象ケーブルの安全機能は護られる。 
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2.ケーブル火災以外の内部火災について 

2.1 内部火災を考慮すべき区画について 

防護対象ケーブルのうち、安全保護系のケーブルが火災により短絡・断線した場合には原子炉のスクラ

ム信号が発生し原子炉が停止するフェールセーフの設計である。原子炉停止後 30 秒の強制冷却に必要な

系統は、１次冷却材補助ポンプの運転に必要な電源ケーブル（非常用電源系ケーブル）と、１次冷却材流

量の監視に必要なプロセス計装設備である。これらのケーブルは原子炉建家地階、ケーブルダクト室、ケ

ーブル処理室、電気室及び中央制御室に敷設されている。このうち電気室及び中央制御室については床

下の埋設配管に敷設されており、内部火災の影響を受けない。ケーブルダクト室及びケーブル処理室に

ついてはケーブル以外の可燃性物質はなく、原子炉運転中は立入禁止とし施錠管理を行っているため、

ケーブル火災以外は発生しない。以上のことから、ケーブル火災以外の内部火災からの防護を考慮すべ

き箇所は原子炉建家地階のみである（図１参照）。 

 

2.2 原子炉建家地階における内部火災想定について 

原子炉建家地階において防護対象のケーブルは床面から 2ｍ以上の高さに敷設されている（図２参照）。

原子炉建家については、発火性物質及び引火性物物質の持込を管理しており、原子炉建家内にそれらを

保管する場合には金属製の容器に収納している。原子炉運転中、原子炉建家内において工事等が実施さ

れることはない。また、原子炉建家地階には実験利用設備はなく、運転員以外の立入を禁止している。加

えて、原子炉建家地階は運転員による 1 日 3 回の巡視を実施している。以上の状況を踏まえ、火災源に

ついては運転員が使用する巡視記録等の紙類を想定し、NUREG/CR-6850 の Final Report＊2（参考資料参

照）における仮置可燃物の燃焼試験の結果から表１の通り選定する。最も厳しい条件として、これらの仮

置可燃物が高さ 2mに敷設されたケーブルトレイの直下において発火した場合のケーブルへの影響を評価

する。 

表１ 想定火災源 

火災源 重量 最大発熱速度（HRR） 

段ボール（30cm×40cm×30cm） 0.395kg 

26kW コピー用紙 6.8㎏ 

しわくちゃの紙 0.68㎏ 

 

2.3 影響評価について 

 評価は火災源となる段ボール等の仮置可燃物をケーブルトレイの直下の床面に置き、段ボールの上面

から発火した場合（図３参照）を想定し、プルーム影響によるケーブルトレイ位置の温度上昇を評価し

た。評価においては FDTS（Fire Dynamics Tools）＊3の計算モデルに基づいて算出した。評価条件および

結果について表２に示す。評価の結果、火炎が直接ケーブルトレイに届くことはなく、また、ケーブルト

レイ位置におけるプルーム中心軸温度が約 101.96℃となり、ケーブル損傷基準である 205℃まで上昇す

ることはなく、機能喪失しないことを確認した。 
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表２ 評価条件及び結果 

火災源 ターゲット 影響範囲（ZOI） 

HRR 
火災源等

価直径 
火災源高さ 床からの高さ 

火災源からの距離 
火炎高さ 

プルーム中心

軸温度 水平方向 垂直方向 

26kW 0.34m 0.40m 2.0m 0m 1.6m 0.52m 101.96℃ 

 

 以上のことから、仮置可燃物から火災が発生した場合でも、防護対象ケーブルを損傷することはない

ため、運転員は施設内に設置されている火災報知器により感知し、火災発生を確認した後に、原子炉を

停止することで、30秒の強制冷却を行うことが可能である。 
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図１ 防護対象ケーブルの敷設状況 

 

  

ケーブル処理室 

電気室 

防護対象のケーブルトレイ（A 系） 

防護対象のケーブルトレイ（B 系） 

難燃シートによる分離範囲 

最も低い箇所（床面から 2m）図２参照 
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図２ 原子炉建家地階の防護対象ケーブルトレイ（最も低い箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 火災影響評価イメージ
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参考資料 

NUREG/CR-6850 Final Reportからの抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回の試験結果のうち、高

い方で評価を実施。 


